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（別紙） 

１ ＭＶＮＯの市場参入の動向 

  ＭＶＮＯサービスの契約数は増加傾向。携帯・ＰＨＳとＢＷＡが約半々ずつで構

成。 

2013 年 12 月末時点での、ＭＶＮＯサービスの契約数は 1,375 万（同年９月

比＋9.3％、前年 12 月比＋36.1％）。そのうち、携帯電話・ＰＨＳ回線を利用

するものは 717 万（同年９月比＋11.7％、前年 12 月比＋27.6％）と 52％を占

めるのに対し、ＢＷＡ回線を利用するものは 657 万（同年９月比＋6.8％、前

年 12 月比＋46.8％）と 48％を占めています。 

 

【図１】契約数の推移 
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出典： 事業者報告の集計結果（総務省作成。以下同じ。） 

 

２ ＭＶＮＯサービスの契約数の動向 

（１） 移動系通信市場全体に占めるＭＶＮＯ契約数の割合 

  移動系通信市場全体におけるＭＶＮＯ契約数の占める割合は９％程度で 1,375

万。同契約数から「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」分を除いた場合は４％強で 669 万。 

移動系通信市場（携帯電話・ＰＨＳ・ＢＷＡ）全体の契約数は、2013 年 12

月末時点で 1 億 5,325 万。ＭＶＮＯ契約数の占める割合は 9.0％の 1,375 万で

あり、そのうち同契約数から「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」を除いた場合の割合は

4.4％の 669 万となります。 

また、携帯電話・ＰＨＳの契約総数中に占めるＭＶＮＯの契約数の割合は

4.9％で 717 万、ＢＷＡでは 96.7％で 657 万となっています。 
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【図２】移動系通信市場におけるＭＶＮＯ契約数の占める割合 
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出典：事業者報告の集計結果 

 

（２）「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」の契約数 

 「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」の契約数シェアは 51％で 705 万。 

ＭＶＮＯ総契約数 1,375 万の中で、「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」は 51.3％（同

年９月比▲0.1 ポイント）で 705 万、「契約数が３万以上であるＭＶＮＯ（Ｍ

ＮＯ除く）」は 44.5％（同年９月比▲1.2 ポイント）で 612 万、「契約数が３万

未満のＭＶＮＯ」は 4.2％（同年９月比＋1.3 ポイント）で 58 万となっていま

す。 

【図３】ＭＶＮＯ契約数の内訳（ＭＮＯからの報告に基づくもの） 
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出典：事業者報告の集計結果 
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（３）「独自サービス型」ＭＶＮＯ契約数 

  「ＭＮＯと同一グループに属するＭＶＮＯ」の契約数は 759 万で、ＭＶＮＯ総契約

数に占めるシェアは 55％。 

  「ＳＩＭカード型」のＭＶＮＯサービスの契約数は 138 万で、シェアは 10％。 

ＭＶＮＯサービス全体の契約数のうち、「ＭＮＯと同一グループに属するＭ

ＶＮＯ」の割合は 55％で 759 万。「契約数３万以上のＭＶＮＯ（ＭＮＯである

ＭＶＮＯを除く）」に含まれる「単純再販型」は 14％で 186 万、「独自サービ

ス型」は 28％で 384 万を占めています。「独自サービス型」は、さらに「ＳＩ

Ｍカード型」と「モジュール型」とに分けられ、それぞれ 10％で 138 万、18％

で 246 万となっています。 

【図４】ＭＶＮＯサービスの内訳 
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出典：事業者報告及び競争評価 2013 事業者アンケート等を基に総務省作成 

 

 

 

（４）事業者間接続のＭＶＮＯ契約数 

 事業者間接続のＭＶＮＯ契約数は 34 万で、シェアは 2.5％にとどまる。  

契約数ベースでは、卸電気通信役務のＭＶＮＯサービスの契約数が 1,340

万で全体の 97.5％（同年９月比＋0.2 ポイント）であるのに対し、事業者間接

続の契約数は 34 万で 2.5％（同年９月比▲0.2 ポイント）となっています。 

 

（注１）単純再販型とは、ＭＮＯと同一の料金プランでサービスを提供する事業形態をとるものをいう。 

（注２）ＳＩＭカード型とは、独自の料金プランでＳＩＭカードによりデータ通信サービス単体を提供する形態をとるものをいう。 
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【図５】事業者間接続／卸電気通信役務別の契約数と割合 
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出典：事業者報告の集計結果 

 

３ ＭＶＮＯサービスの事業者数の動向 

（１）データ通信と音声通信の割合 

 ＭＶＮＯの提供するサービスでは、データ通信サービスが主流。 

 

競争評価 2013 事業者アンケート（参考２）によれば、「データ通信のみ」を

提供するＭＶＮＯが 77.6％であったのに対し、「音声・データ通信」の両方を

提供しているＭＶＮＯは 22.4％でした。 

 

【図６】データ通信／音声通信別の事業者数の割合 
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出典：競争評価 2013 事業者アンケート 

 

（n=49） 
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（２）ＭＶＮＯの事業規模別の分類 

  ＭＶＮＯサービスの事業者数は 161 社。そのうち２割の事業者が契約数３万以

上で、契約数では全体の９割以上を占める。 

  利用回線別では「携帯・ＰＨＳのみ」のＭＶＮＯサービスの事業者数が 93 社と過

半に達している。 

事業者数は 161 社（同年９月比＋４社）となっています。 

契約数が３万以上のＭＶＮＯは、「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」の６社を含め 33

社（20.5％）です。当該 33 社の合計契約数は、ＭＶＮＯ総契約数の９割以上

を占めています。 

 

【図７】ＭＶＮＯの内訳（事業者数に基づくもの） 
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出典： 事業者報告の集計結果 

【図８】ＭＶＮＯ契約数に対応する事業者数の分布 
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※（ ）内は、平成 25（2013）年９月末の数値。 

※【 】内は、「ＭＮＯであるＭＶＮＯ」の事業者数（内数）。 

出典：事業者報告の集計結果 

（単位：契約） 

（単位：社数） 
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（３）電気通信事業者としての登録と届出 

 ＭＶＮＯの 78％は届出電気通信事業者で、その数は 126 社。 

ＭＶＮＯとなるには電気通信事業者であることが要件となりますが、届出電

気通信事業者の数は 126 社で全体の 78.3％（同年９月比＋0.6 ポイント）とな

っています。他方、登録電気通信事業者の数は 35 社で 21.7％（同年９月比▲

0.6 ポイント）です。 

 

【図９】電気通信事業者種別における事業者数と割合 
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出典：事業者報告の集計結果 

 

４ ＭＶＮＯに係る月額データ通信接続料の推移と設定状況 

  2014 年３月末に総務省に届出のあったＭＶＮＯに係る月額データ通信接続料

については、ＮＴＴドコモの場合は、前年度比で 57％低減。 

第二種指定電気通信事業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びソ

フトバンクモバイル）は、電気通信事業法第 34 条第３項において、接続料が

規律されており、その具体的な算定ルールは「第二種指定電気通信設備制度の

運用に関するガイドライン」において規定されています。 

図 10 のとおり、第二種指定電気通信事業者が 2014 年３月末に総務省に届出

した月額データ通信接続料（レイヤ２接続・10Mbps 当たり）については、Ｎ

ＴＴドコモの場合は 123 万円へと前年度比で 57％低減しました。これは主と

して上記ガイドラインに定める接続料の算定式の分母となる需要の増加によ

るものです。 

なお、ここでいうレイヤ２接続とは、ＭＶＮＯが運営・管理するパケット交

換機をＭＮＯのネットワークに接続する形態であり、ＭＶＮＯが認証、セッシ

ョン管理機能等を担うことにより、ＭＶＮＯ独自のサービス設計（低料金・低

容量サービス等）が可能となります。 
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【図 10】第二種指定電気通信事業者の月額データ通信接続料の推移 
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出典：各社からのデータ通信接続料に関する届出を基に総務省作成 

 

５ ＭＶＮＯの認知度 

  2013 年度のＭＶＮＯの認知度は 48％と、2012 年度の 31％と比べて大きく上

昇。 

  ＭＶＮＯを認知していて、今後も利用意向がある回答者の中で、「音声・データ

共に利用したい」が 61％で最多。 

競争評価 2013 利用者アンケート（参考３）によれば、ＭＶＮＯを「利用し

ている」の回答割合は 8％です。それ以外に「よく知っている」、「聞いたこと

はある」という回答者の割合は、それぞれ 11％、29％でした。これらを合計

したＭＶＮＯの認知度は 48％で、前年度と比べて 17 ポイントの上昇が見られ

ました。 

なお、ＭＶＮＯを認知していて、かつ今後も利用意向があるもののうち最

も多くを占めているのは「音声・データ共に利用したい」の 61％で、「データ

のみ利用したい」の 26％を大きく上回りました。 

 

 

 

（単位：万円） 

（※）前年度実績値に基づく接続料。なお、平成 26 年３月、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」改

正に伴い、2013 年度適用接続料から、月額データ接続料の算定に用いる入力値を「前年度実績値」から「当年度実績値」

に変更。各社の当年度実績値に基づく 2013 年度適用月額データ接続料（平成 26 年末頃、届出見込み）は、更なる低廉化

の見込み。 
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【図 11】ＭＶＮＯの認知度と今後のＭＶＮＯ利用意向 
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出典：競争評価 2013 利用者アンケート 

 

 

 

（参考１） 電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正 

 総務省は、平成 15（2003）年度から電気通信事業分野の競争状況の評価を実施しており、そ

の一環として平成 25（2013）年９月、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の

一部を改正する省令（平成25 年総務省令第 87 号）により、ＭＶＮＯに関する報告体制の整備を

行ったもの。 

この改正において、ＭＮＯから全てのＭＶＮＯ事業者名の報告や、契約数３万以上のＭＶＮＯ

事業者等から契約数等の報告を受けることとなった。その効果として、複数のＭＮＯを利用する

ＭＶＮＯ事業者の重複の排除をはじめとした数値の精査が可能となり、報告の適正化が図られ

た。その結果、ＭＶＮＯ事業者数については、平成 25（2013）年３月末に 354 社（※）であったと

ころ、同年９月末に 157 社であることが確認された。 

※ 「電気通信事業分野における競争状況の評価 2012」（平成 25 年 9 月）において公表。 

 

（参考２） 競争評価 2013 事業者アンケート 

ＭＶＮＯのうち、ＭＮＯと直接契約のあるＭＶＮＯの一部及びＭＮＯであるＭＶＮＯを対象とし

た任意のアンケート調査を実施（アンケート実施期間：平成 26（2014）年 1 月～２月） 。回収率

は 90.7％（49 社／54 社）。回答はアンケート調査の回答データ時点（平成 25（2013）年 12 月

末）における各社の直近の決算年度に基づく（契約数等については平成25（2013）年12月末時

点）。 

なお、アンケート回答事業者の主たる業種は、情報通信業が 80％、サービス業が 16％、製

造業が２％、その他の業種が２％となっている。 

 

（参考３） 競争評価 2013 利用者アンケート 

Ｗｅｂ形式による約 2,000 人に対するアンケート調査。その対象者は、アンケート調査会社登

録モニターで、自宅で固定回線（ＡＤＳＬ回線・ＣＡＴＶ回線・ＦＴＴＨ回線）や移動体通信端末を利

用している全国の 10 代以上の男女。サンプルが偏らぬよう、居住地域や年齢区分ごとに割付

を行って対象者を選定。調査項目については、移動系・固定系の別に分けてサンプルを回収。 

ＭＶＮＯの認知度 
今後のＭＶＮＯ利用意向 


